
 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
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改  訂  案 現    行 
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第１編 ～ 第３編 （略） 

 

第４編 地すべり防止事業 

 

第１章 事業の定義及び目的 （略） 

 

第２章 地すべり調査解析  

 

第１節  （略）  
 

第２節  予備調査  

２－１  （略）  

 
２－２ 調査の種類  

〔解説 〕  
 予備 調 査の標 準 的な種 類 は、次 の とおり で ある。  

１  地 形 地質調 査：第２編 第２章 第 ２節地 形 調査２ － ２「予 備 調査」、第３節 土

質・地 質 調査３ － ２「予 備 調査」 を 準用す る 。  

 

２  環 境 調査： 第 ２編第 ２ 章第６ 節 「気象 調 査」、 第 10 節「環 境調査 」 を準用

する。  

 

３  社 会 的特性 調 査：第 ２ 編第２ 章 第 11 節 「社会 的 特性調 査 」を準 用 する。  
 
２－３ 取りまとめ  

〔解説 〕  
 予備 調 査を取 り まとめ る に当た っ ては、数 値の羅 列 にとど め ること な く、常 に

数値の 持 つ意味 合 いを洞 察 する姿 勢 を堅持 し つつ、資 料、文 献 等の分 析 に努め る 。 
 また 、各調査 の 種類毎 に その後 の 調査等 に おいて 必 要とな る 事項は 何 である か

を示し 、 地すべ り の活動 と 関連づ け て取り ま とめる 。  
 
第３節 現地踏査  

３－１  （略）  
 
 

第１編 ～ 第３編 （略） 

 

第４編 地すべり防止事業 

 

第１章 事業の定義及び目的 （略） 

 

第２章 地すべり調査解析 

 

第１節  （略）  
 

第２節  予備調査  

２－１  （略）  
 
２－２ 調査の種類  

〔解説 〕  
 予備 調 査の標 準 的な種 類 は、次 の とおり で ある。  

１  地 形 地 質 調 査 ： 第 ２ 編 山 地 治 山 事 業 第 ２ 章 第 ２ 節 地 形 調 査 ２ － ２ 「 予 備 調

査」、 第 ３節土 質 ・地質 調 査３－ ２ 「予備 調 査」を 準 用する 。  

 

２  環 境 調査： 第 ２編山 地 治山事 業 第２章 第 10 節「環 境調査 」 、第６ 節 「気象

調査」 を 準用す る 。  

 

３  社 会 特性調 査 ：山地 治 山事業 第 ２章第 11 節「社 会特性 調 査」を 準 用する 。  

 
２－３ 取りまとめ  

〔解説 〕  
 予備 調 査を取 り まとめ る に当た っ ては、数 値の羅 列 にとど め ること な く、常 に

数値の も つ意味 合 いを洞 察 する姿 勢 を堅持 し つつ、資 料、文 献 等の分 析 に努め る 。 
 また 、各調査 の 種類毎 に その後 の 調査等 に おいて 必 要とな る 事項は 何 である か

を示し 、 地すべ り の活動 と 関連づ け て取り ま とめる 。  
 
第３節 現地踏査  

３－１  （略）  
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３－２ 踏査  

〔解説 〕  
 踏査 は 、地 すべ りによ り 生じた 地 表変状 や 地質分 布 、地 下水 状況 、湧 水の有 無

等を把 握 し、周 辺 環境を 確 認する た め現地 に て情報 収 集を行 う もので あ る。  
 踏査 の 範囲は 、空中写 真 や地形 図 を基に 概 略の地 す べり区 域 を把握 し 、その 周

囲を含 め て十分 な 範囲で 実 施する 。  
 また 、予備調 査 等を踏 ま え効率 的 に踏査 を 行うと と もに、得 られた 情 報は図 上

に記載 す るなど 、 現地の 状 況を正 確 に把握 し 記録す る よう努 め る。  
 

３－３  （略）  
 
第４節 地形測量  

４－１  （略）  
 
４－２ 地上測量  

〔解説 〕  
 地上 測 量は、目 的に応 じ た適切 な 測量方 法 と測量 計 器（ト ー タルス テ ーショ ン 、

地上レ ー ザスキ ャ ナ等） に より、 地 すべり 地 及びそ の 周辺の 地 形を測 量 する。  
 測量 に 当たっ て は、地 す べり地 外 の不動 地 に基準 点 を設け 、地すべ り の移動 後

も旧位 置 が照査 で きるよ う にする と ともに 、諸調査 の 測線の 基 準とな る ことも 考

慮する 。  
 なお 、 測量方 法 は、第 ２ 編第５ 章 第１節 「 測量」 に 準ずる 。  
 
４－３ 航空レーザ測量  

〔解説 〕  
航空レ ー ザ測量 は 、小 型飛 行機 、ヘ リコプ タ ー、ＵＡ Ｖ等に 搭 載され た レーザ

測距装 置 からレ ー ザを地 表 面に照 射 し、そ の 反射光 か ら地形 形 状を計 測 するも の

である 。  
 機体 の 位置情 報 等とあ わ せて解 析 するこ と で、三 次 元座標 が 求めら れ る。  

主とし て 、地 すべ りが広 範 囲に及 ぶ ときや 現 地の立 ち 入りが 困 難な場 合 に用い

られ、 地 上測量 に 比べる と 効率的 な 作業が 可 能とな る 。  
 
４－４ （略）  

 
第５節 土質・地質調査  

５－１  総説  

〔解説 〕  
 土質・地質は 地 すべり の 素因と し て重要 な 要素を な すもの で ある。一 般に地 す

べり地 の 土質・地 質は複 雑 であり か つ変化 に 富んで い る。し た がって 調 査の目 的 、

３－２ 踏査  

〔解説 〕  
 踏査 は 、地す べ りによ り 生じた 地 表変状 や 地質分 布 、地下 水 状況等 を 把握し 、

周辺環 境 を確認 す るため 現 地にて 情 報収集 を 行うも の である 。  
 踏査 の 範囲は 、空中写 真 や地形 図 を基に 概 略の地 す べり区 域 を把握 し 、その 周

囲を含 め て十分 な 範囲で 実 施する 。  
 また 、予備調 査 等を踏 ま え効率 的 に踏査 を 行うと と もに、得 られた 情 報は平 面

図上に 記 載する な ど、現 地 の状況 を 正確に 把 握し記 録 するよ う 努める 。  
 
３－３ （略）  
 
第４節 地形測量  

４－１  （略）  
 
４－２ 地上測量  

〔解説 〕  
 地上 測 量は、目 的に応 じ た適切 な 測量方 法 と測量 機 器によ り 、地す べ り地及 び

その周 辺 の地形 を 測量す る 。  
 測量 に 当たっ て は、地 す べり地 外 の不動 地 に基準 点 を設け 、地すべ り の移動 後

も旧位 置 が照査 で きるよ う にする と ともに 、諸調査 の 測線の 基 準とな る ことも 考

慮する 。  
 なお 、 測量方 法 は、第 ２ 編山地 治 山事業 第 ５章第 １ 節「測 量 」に準 ず る。  
 
４－３ 航空レーザ測量  

〔解説 〕  
 航空 レ ーザ測 量 は、小型 飛行機 や ヘリコ プ タ等に 搭 載され た レーザ 光 測距装 置

からパ ル スレー ザ 光を照 射 し、そ の 反射光 か ら地形 形 状を計 測 するも の である 。  
 
 機体 の 位置情 報 等とあ わ せて解 析 するこ と で、三 次 元座標 が 求めら れ る。  
 主と し て、地す べりが 広 範囲に 及 ぶとき や 現地の 立 ち入り が 困難な 場 合に用 い

られ、 地 上測量 に 比べる と 効率的 な 作業が 可 能とな る 。  
 
４－４ （略）  
 
第５節 土質・地質調査  

５－１  総説  

〔解説 〕  
 土質・地質は 地 すべり の 素因と し て重要 な 要素を な すもの で ある。一 般に地 す

べり地 の 土質、地 質は複 雑 であり か つ変化 に 富んで い る。し た がって 調 査の目 的 、
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対象範 囲 、重要 度 等を勘 案 して、そ の要求 さ れる精 度 に応じ て 各種の 方 法を選 択

する。  
（以下 略 ）  
 
５－２ 物理探査  

５－２ － １  ・  ５ －２－ ２  （略 ）  

 

５－２ － ３  電 気 探査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  比 抵 抗法  

比抵抗 法 は大地 の ２極間 に 人工的 に 電流を 流 し、こ の 電流電 極 の間に 他 の２

極電位 電 極を接 地 し、そ の 間の電 位 を測定 し 大地の 見 かけ比 抵 抗を求 め る方法

で、電極 の接地 抵 抗の影 響 を受け る ことな く 、電 極間 隔と探 査 深度と の 間に存

在する あ る種の 関 係から 地 下構造 の 探査に 適 用でき る 。  

比抵抗 法 にはい く つかの 方 法があ る が、一 般 的には ウ エンナ ー (Wenner)法が

用いら れ る。  

𝜌 2𝜋𝑎          <2-5-1> 

ここで 、 ρ a：大 地 の見か け 比抵抗 、 α：電 極 間隔、  

I： C1 C 2 間に流 し た電流 、 V： P1 P 2 間に生 じ た電位 差  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2-4 Wenner 法 による 垂 直探査  

 
 

対象範 囲 、重要 度 等を勘 案 して、そ の要求 さ れる精 度 に応じ て 各種の 方 法を選 択

する。  
（以下 略 ）  
  
５－２ 物理探査  

５－２ － １  ・  ５ －２－ ２  （略 ）  

 
５－２ － ３  電 気 探査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  比 抵 抗法  

比抵抗 法 は大地 の 2 極間に 人工的 に 電流を 流 し、この 電流電 極 の間に 他 の２

極電位 電 極を接 地 し、そ の 間の電 位 を測定 し 大地の 見 かけ比 抵 抗を求 め る方法

で、電極 の接地 抵 抗の影 響 を受け る ことな く 、電 極間 隔と探 査 深度と の 間に存

在する あ る種の 関 係から 地 下構造 の 探査に 適 用でき る 。  

比抵抗 法 にはい く つかの 方 法があ る が、一般 的には ウ エンナ ー (Wenner)法が

用いら れ る。  

𝜌 2𝜋𝑎          <2-5-1> 

ここで 、 ρ a：大 地 の見か け 比抵抗 、 α：電 極 間隔、  

I： C1 C 2 間に流 し た電流 、 V： P1 P 2 間に生 じ た電位 差  

 

 

図 2-4 Wenner 法 による 垂 直探査  
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３  取 り まとめ  
測定結 果 は比抵 抗 分布図 に 取りま と める。ボ ーリン グ 調査等 の 他調査 結 果と

の対比 か ら地質 構 造や帯 水 状態に つ いて推 定 する。  
 
５－３ ボーリング調査  

５－３ － １  総 説  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  ロ ー タリー ボ ーリン グ の区分 は 、次の と おりで あ る。  

(1) ・  (2) （略 ）  

 

３・４  （略）  

 

５  地 す べり防 止 工事に 必 要な地 盤 情報を 得 る目的 で 、必要 に 応じて チ ェック ボ

ーリン グ を行う 。  

チェッ ク ボーリ ン グは、杭 工、ア ン カー工 、集水井 工 等の設 計 を行う 場 合に、

地すべ り 面及び 地 下水の 状 況等を 確 認して 規 模、数量 等を確 定 するた め 、地 す

べり調 査 解析で 調 査され て いない 箇 所につ い て補足 的 、細部 的 に行う 。  

 

６  （ 略 ）  

 
５－３ － ２  （ 略 ）  
 
５－４ サウンディング調査  

５－４ － １  総 説  

〔解説 〕  
サウン デ ィング 調 査は、原 位置試 験 に属す る もので 、乱れの 少 ない試 料 採取 (サ

ン プ リ ン グ )及 び 室 内 土 質 試 験 が 困 難 な 砂 質 土 や 軟 ら か い 粘 性 土 の 場 合 、 ま た 、

地盤性 状 を連続 的 に把握 し たい場 合 等に用 い られる 。サウン デ ィング 調 査は、地

盤の深 さ 方向に お ける抵 抗 の値か ら 、地 盤の 強さ 、変 形特性 、密度等 の 深さ分 布

を直接 推 定する た めに行 う 。  

地すべ り の調査 で は、一 般 に標準 貫 入試験 を 用いる こ とが多 い が、表 層 地盤の

調査や 補 足的な 地 質の確 認 等につ い ては、第 ２編第 ２ 章第３ 節 ３－６「 サウン デ

ィング 調 査」に 準 じたも の を実施 す る。  

 
５－４－２ 標準貫入試験  

〔解説 〕  
 試験 方 法は、 日 本産業 規 格 (JIS A 1219-2001)によ る。  

３  取 り まとめ  
測定結 果 は比抵 抗 分布図 に 取りま と める 。ボ ーリン グ 調査等 の 他調査 結 果と

の対比 か ら地質 構 造や滞 水 状態に つ いて推 定 する。  
 

５－３  ボーリング調査  

５－３ － １  総 説  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  ロ ー タリー ボ ーリン グ の区分 は 、次の と おり。  

(1) ～  (2) （略 ）  

 

３・４  （略）  

 

５  地 す べり防 止 工事に 必 要な地 盤 情報を 得 る目的 で 、必 要に 応じて チ ェック ボ

ーリン グ を行う 。  

チェッ ク ボーリ ン グは、杭 工、集 水 井工等 の 設計を 行 う場合 に 、地す べ り面

及び地 下 水の状 況 等を確 認 して規 模 、数 量等 を確定 す るため 、地すべ り 調査解

析で調 査 されて い ない箇 所 につい て 補足的 、 細部的 に 行う。  

 

６  （ 略 ）  

 
５－３ － ２  （ 略 ）  

 
５－４ サウンディング調査  

５－４ － １  総 説  

〔解説 〕  
サウン デ ィング 調 査は 、原 位置試 験 に属す る もので 、乱れの 少 ない試 料 採取 (サ

ンプリ ン グ )及び室 内土質 試 験が困 難 な砂質 土 や軟ら か い粘性 土 の場合 、また 、地

盤性状 を 連続的 に 把握し た い場合 等 に用い ら れる。サ ウンデ ィ ング調 査 は、地 盤

の深さ 方 向にお け る抵抗 の 値から 、地盤の 強 さ、変形 特性 、密 度等の 深 さ分布 を

直接推 定 するた め に行う 。  

地すべ り の調査 で は、一般 に標準 貫 入試験 を 用いる こ とが多 い が、表層 地盤の

調査や 補 足的な 地 質の確 認 等につ い ては、第 ２編山 地 治山事 業 第２章 第 ３節「 サ

ウンデ ィ ング調 査 」に準 じ たもの を 実施す る 。  

 
５－４ － ２  標 準 貫入試 験  

〔解説 〕  
 試験 方 法は、 日 本工業 規 格 (JIS A 1219-2001)によ る。  
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（以下 略 ）  

  

５－５ 土質・岩石試験  

５－５ － １  総 説  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  岩 石 試験  
  岩 石 試験は 、各種地 す べり防 止 工の安 定 性や施 工 法を検 討 し、構 造 物の形 式 、

形状、 寸 法や配 置 を決定 す る上で 必 要な岩 盤 性状を 把 握する た めに行 わ れる 。 
 
 
３  試 験 方法  
  土 質 試験の 試 験方法 は 、日本 産 業規格 及 び地盤 工 学会基 準 等に定 め る試験 法

により 実 施する 。  
 
５－５ － ２  （ 略 ）  

 
５－６ ・  ５－７  （略）  

 
第６節 ・  第７節  （略）  
 
第８節 地中変動量調査  

８－１  ・  ８－２  （略）  

 
８－３ 孔内傾斜計  

〔解説 〕  
孔内傾 斜 計は、直 交した ２ 方向に 案 内溝を 持 つガイ ド パイプ を 、ボー リ ング孔

に挿入・固定し 、そこに 計 測器（プ ローブ ）を挿入 す ること で 、ガ イド パイプ の

傾斜を 連 続的に 測 定し 、す べり面 の 位置 、移 動量 、移 動方向 等 を調べ る もので あ

る。  

（以下 略 ）  

 
８－４ 地中伸縮計  

〔解説 〕  
 地中 伸 縮計は 、すべり 面 を貫通 し たボー リ ング孔（ 保孔管 ）に設置 し たワイ ヤ

の伸縮 量 により 移 動量を 計 測する も ので、ワ イヤが 切 断され な い限り 計 測を行 う

ことが で きるた め 、移動 の 大きな 地 すべり に 適して い る。  
 地中 伸 縮計は 、 ボーリ ン グ孔以 外 でも集 水 井等に 設 けるこ と がある 。  

（以下 略 ）  

 

５－５  土質・岩石試験  

５－５ － １  総 説  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  岩 石 試験  
  岩 石 試験は 、各種地 す べり防 止 工の安 定 性や施 工 法を検 討 し、構 造 物の形 式 、

形 状 、 寸 法 や 配 置 を 決 定 す る う え で 必 要 な 岩 盤 性 状 を 把 握 す る た め に 行 わ れ

る。  
 
３  試 験 方法  
  土 質 試験の 試 験方法 は 、日 本工 業規格 及 び地盤 工 学会基 準 等に定 め る試験 法

により 実 施する 。  
 
５－５ － ２  （ 略 ）  

 
５－６ ・  ５－７  （略）  
 
第６節 ・  第７節  （略）  

 
第８節 地中変動量調査  

８－１  ・  ８－２  （略）  

 

８－３  孔内傾斜計  

〔解説 〕  
孔内傾 斜 計は 、直 交した ２ 方向に 案 内溝を も つガイ ド パイプ を 、ボ ーリ ング孔

に挿入・固定し 、そこに 計 測器（ プ ローブ ）を挿入 す ること で 、ガイ ド パイプ の

傾斜を 連 続的に 測 定し 、す べり面 の 位置 、移 動量 、移 動方向 等 を調べ る もので あ

る。  

（以下 略 ）  

 
８－４ 地中伸縮計  

〔解説 〕  
 地中 伸 縮計は 、すべり 面 を貫通 し たボー リ ング孔 (保孔管 )に設置 し たワイ ヤ ー

の伸縮 量 により 移 動量を 計 測する も ので 、ワ イヤー が 切断さ れ ない限 り 計測を 行

うこと が できる た め、移 動 の大き な 地すべ り に適し て いる。  
 地中 伸 縮計は 、 ボーリ ン グ孔以 外 でも集 水 井等に 設 けるこ と がある 。  



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
（下線部は改訂部分） 

改  訂  案 現    行 
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８－５ 多層移動量計  

〔解説 〕  
多層移 動 量計は 、すべり 面 が不明 な 場合や す べり面 が 多数あ る 場合に 、すべり

面の位 置 、移 動量 、移 動層 の変位 を 把握す る ため 、多 数のワ イ ヤを深 さ 方向に 一

定間隔（ 標準で １ ｍ程度 ）で固定 し て、各深 度ごと の 移動量 を 計測す る もので あ

る。  

上部の 沈 下量の 修 正がで き 、測点 間 の移動 量 も測定 で きる。  

 
８－６ （略）  
 
第９節 気象調査  

９－１  ・  ９－２  （略）  

 
９－３ 積雪量調査  

〔解説 〕  
（略）  

積雪深 の 継続観 測 には、 次 の２つ の 方法が あ る。  
１  （ 略 ）  
 
２  積 雪 深計に よ る方法  
  超 音 波式や 光 センサ を 利用し た 積雪深 計 を設置 し 連続的 に 観測す る 。  
 
９－４ （略）  
 
第１０節 機構解析  

１０－１  （略）  

 
１０－２ 測線の設定  

１０－ ２ －１  （ 略）  

 

１０－ ２ －２  測 線の設 定  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  測 線 の設置  

(1) 測線 の位置 及 び方向 は 、現地 調 査で把 握 した移 動 範囲及 び 移動方 向 に基づ

き 、 地 す べ り ブ ロ ッ ク の 中 心 部 に 移 動 方 向 と 平 行 に 設 け る こ と を 基 本 と す

る。ただ し、地す べりの 最 深部が 現 地踏査 に より中 心 線に位 置 しない こ とが

判断で き た場合 に は、測 線 を最深 部 に設け る ことが 望 ましい 。なお、斜 面で

８－５ 多層移動量計  

〔解説 〕  
多層移 動 量計は 、すべり 面 が不明 な 場合や す べり面 が 多数あ る 場合に 、すべり

面の位 置 、移 動量 、移 動層 の変位 を 把握す る ため 、多 数のワ イ ヤーを 深 さ方向 に

一定間 隔 （標準 で 1m 程度） で固定 し て、各 深 度ごと の 移動量 を 計測す る もので

ある。  

上部の 沈 下量の 修 正がで き 、測点 間 の移動 量 も測定 で きる。  

 
８－６ （略）  
 
第９節 気象調査  

９－１  ・  ９－２  （略）  

 
９－３ 積雪量調査  

〔解説 〕  
（略）  

積雪深 の 継続観 測 には、 次 の２つ の 方法が あ る。  
１  （ 略 ）  
 
２  積 雪 深計に よ る方法  
  超 音 波式や 光 センサ ー を利用 し た積雪 深 計を設 置 し連続 的 に観測 す る。  
 
９－４ （略）  
 
第１０節 機構解析  

１０－１  （略）  

 
１０－２ 測線の設定  

１０－ ２ －１  （ 略）  

 

１０－ ２ －２  測 線の設 定  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  測 線 の設置  

(1) 測線 の位置 及 び方向 は 、現地 調 査で把 握 した移 動 範囲及 び 移動方 向 に基づ

き、地 す べりブ ロ ックの 中 心部に 移 動方向 と 平行に 設 ける。な お、斜 面 で移

動方向 が 変化す る 場合は 、 折れ線 と して設 定 する。  

 



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
（下線部は改訂部分） 

改  訂  案 現    行 
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移動方 向 が変化 す る場合 は 、折れ 線 として 設 定する 。  

 

(2) 測 線 の 長 さ は 、 地 す べ り ブ ロ ッ ク を 縦 断 し 十 分 に 余 裕 を 持 っ た 長 さ と す

る。地す べり頭 部 側は 、背 後から 供 給され る 地下水 状 況の確 認 に供す る ため、

十分な 長 さを確 保 し、地 す べり防 止 工とし て 押え盛 土 工を採 用 する可 能 性の

ある場 合 や、末端 横断河 川 の形状 が 影響す る 場合な ど 、す べり 面の末 端 形状

が重要 と なる場 合 は、末 端 部も十 分 な長さ を 確保す る 。  

 

(3) （略 ）  

 

３  副 測 線の設 定  

副測線 は 、地すべ りブロ ッ クが大 き いか、又 は複雑（ 非対称）で、測線 の み

では十 分 な調査 成 果が得 ら れない 場 合に設 け る。また 、地 すべ りの機 構 や地下

水分布 等 を立体 的 に把握 す る場合 は 、地す べ りの規 模 や形態 に より測 線 を複数

設定す る 。  

  副 測 線を三 次 元安定 解 析等の 測 線とし て 用いる 場 合、測 線 の位置 、方向及 び

長さの 決 定に当 た っては 、 十分に 検 討する 。  
 
１０－３ すべり面の判定  

〔解説 〕  
すべり 面 の形状 は 、安定 解 析や工 種・工法の 選定・配 置、地 す べり防 止 工の効

果に重 大 な影響 を 及ぼす た め、地 す べりが 三 次元現 象 である こ とを念 頭 に、立 体

形状を で きるだ け 正確に 把 握する こ とが重 要 である 。  
判定に 当 たって は 、現地 踏 査等で 得 られた 知 見や地 表 変動量 調 査の結 果 から 、

地表部 の すべり 面 位置を 確 定し、そ の他の 現 地調査 や 地中移 動 量調査 、地下水 調

査等の 結 果を総 合 的に判 断 してす べ り面の 位 置を決 定 する。  
 すべ り 面は 、立 体形状 が 分かる よ う縦断 面 図、横断 面図 、等 高線図 等 に取り ま

とめる 。なお 、十 分な調 査 が実施 さ れてい る 地すべ り では 、三 次元で 地 すべり 形

状を把 握 し、Ｃ Ａ Ｄ等で 容 易に三 次 元モデ ル を構築 す ること が できる 。  
 
１０－４ ～  １０－６  （略）  

 

１０－７  取りまとめ  

〔解説 〕  
機構解 析 の結果 は 、機構 解 析の各 項 目（ブ ロ ック区 分 、すべ り 面形、地 下水圧

分布、強 度定数 、滑動機 構 ）の検 討 及び安 定 解析結 果 につい て まとめ た 上で、最

終結果 と して 、地 すべり ブ ロック の 移動状 況 、危 険度 、保 全対 象の重 要 度等を 総

合判断 し 、地 すべ り防止 工 事計画 に 適用す る 工種・工 法、施工 位置及 び 規模等 を

的確に 判 断でき る ように 取 りまと め る。  

 

 

(2) 測 線 の 長 さ は 、 地 す べ り ブ ロ ッ ク を 縦 断 し 十 分 に 余 裕 を 持 っ た 長 さ と す

る。  

 

 

 

 

(3) （ 略）  

 

３  副 測 線の設 定  
地すべ り の機構 や 地下水 分 布等を 立 体的に 把 握する 場 合、地す べりの 規 模や

形態に よ り測線 を 複数設 定 する。  
   
 

副測線 を 三次元 安 定解析 等 の測線 と して用 い る場合 は 、測線の 位置、方 向及

び長さ の 決定に 当 たって は 、十分 に 検討す る 。  
 
１０－３ すべり面の判定  

〔解説 〕  
すべり 面 の形状 は 、安定 解 析や工 種・工法の 選定・配 置、地 す べり防 止 工の効

果に重 大 な影響 を 及ぼす た め、地 す べりが 三 次元現 象 である こ とを念 頭 に、立 体

形状を で きるだ け 正確に 把 握する こ とが重 要 である 。  
判定に 当 たって は 、現地 踏 査等で 得 られた 知 見や地 表 変動量 調 査の結 果 から 、

地表部 の すべり 面 位置を 確 定し、そ の他の 現 地調査 や 地中移 動 量調査 、地下水 調

査等の 結 果を総 合 的に判 断 してす べ り面の 位 置を決 定 する。  
 すべ り 面は 、立 体形状 が 分かる よ う縦断 面 図、横断 面図 、等 高線図 等 に取り ま

とめる 。  
 
 

１０－４  ～  １０－６  （略）  
 
１０－７ 取りまとめ  

〔解説 〕  
機構解 析 の結果 は 、機構 解 析の各 項 目（ブ ロ ック区 分 、すべ り 面形、地 下水圧

分布、強 度定数 、活動機 構 ）の検 討 及び安 定 解析結 果 につい て まとめ た 上で、最

終結果 と して 、地 すべり ブ ロック の 移動状 況 、危 険度 、保 全対 象の重 要 度等を 総

合判断 し 、地 すべ り防止 工 事計画 に 適用す る 工種・工 法、施工 位置及 び 規模等 を

的確に 判 断でき る ように 取 りまと め る。  



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
（下線部は改訂部分） 

改  訂  案 現    行 
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第３章 地すべり防止工事計画 

 

第１節  （略）  

 
第２節 計画規模  

〔解説 〕  
１  目 標 安全率  

目標安 全 率の決 定 に当た っ ては、地 すべり の 規模、保 全対象 の 重要性 、保全

対象の 被 災危険 度 等を十 分 考慮し 、 1.1～ 1.2 を標準 と する。  

 

 

（以下 略 ）  

 

２  （ 略 ）  

 

第３節 地すべり防止工事計画の策定  

３－１  地すべり防止工事計画の具体的方針  

〔解説 〕  
１  地 す べり防 止 工事計 画 の策定 に 当たっ て は、治 山 事業全 体 計画が あ る場合 に

は、地域 特性を 十 分理解 し た上で 、その整 備 方針 、整 備計画 に 沿った 計 画とす

る。  
なお、治 山事業 全 体計画 に ついて は 、第２ 編 第３章 第 ３節「 山 地治山 計 画の

策定」 を 参考と す る。  
 
２  （ 略 ）  

(1) ・  (2) （略 ）  

 

(3) 工種 の選定 と 組合せ の 検討  

抑制工（ 安全率 に 直接寄 与 するも の ）及び 抑 止工の 組 合せ候 補 を複数 選 定

する。  

 

(4) ～  (7) （略 ）  

 

(8) 工事 経費の 概 算  

工種組 合 せ候補 ご とに施 工 経費を 概 算する 。  

 

(9) 検討 及び取 り まとめ  

上記事 項 を総合 的 に検討 し 、効果 的 かつ適 切 な工種 の 組合せ 、施工順 序 及

第３章 地すべり防止工事計画 

 

第１節  （略）  

 
第２節 計画規模  

〔解説 〕  
１  目 標 安全率  

目標安 全 率は 1.1～ 1.2 を標準と す る。決 定 に当た っ ては地 す べりの 規 模、

保全対 象 の重要 性 、保 全対 象の被 災 危険度 等 を十分 考 慮する 。保全対 象 の被災

危険度 は 、地 すべ り地か ら の距離 、地すべ り 地及び 土 砂流出 域 との位 置 関係か

ら判断 す る。  

（以下 略 ）  
 

２  （ 略 ）  

 
第３節 地すべり防止工事計画の策定  

３－１  地すべり防止工事計画の具体的方針 

〔解説 〕  
１  地 す べり防 止 工事計 画 の策定 に 当たっ て は、治山 事業全 体 計画が あ る場合 に

は、地域 特性を 十 分理解 し た上で 、その整 備 方針 、整 備計画 に 沿った 計 画とす

る。  
なお、治 山事業 全 体計画 に ついて は 、第２ 編 山地治 山 編第３ 章 第３節「 山地

治山計 画 の策定 」 を参考 と する。  
 
２  （ 略 ）  

(1) ・  (2) （略 ）  

 

(3) 工種 の選定 と 組合せ の 検討  

抑 制 工 （ 安 全 率 に 直 接 寄 与 す る も の ） 及 び 抑 止 工 の 組 み 合 わ せ 候 補 を複数

選定す る 。  

 

(4) ～  (7) （略 ）  

 

(8) 工事 経費の 概 算  

工種組 み 合わせ 候 補ごと に 施工経 費 を概算 す る。  

 

(9) 検討 及び取 り まとめ  

上 記 事 項 を 総 合 的 に 検 討 し 、 効 果 的 か つ 適 切 な 工 種 の 組 み 合 わ せ 、 施工順



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
（下線部は改訂部分） 
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び工事 の 進捗に 伴 う安全 率 の向上 過 程を明 ら かにす る 。  

 

３  （ 略 ）  

 
３－２ 環境の保全  

〔解説 〕  
 地す べ り防止 工 事計画 の 策定に 当 たって は 、地域 の 自然特 性 等を踏 ま え、生 態

系や自 然 景観等 の 自然環 境 等に配 慮 する。自 然環境 調 査や現 地 踏査等 で 得られ た

知見を 踏 まえ、 必 要な環 境 保全の た めの対 策 を計画 す る。  

 

第４節 地すべり防止工の種類  

４－１  総説  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 
２  こ こ に示す 工 種は、直 接又は 間 接的に 地 すべり 防 止に係 わ るもの で あり、地

すべり 及 び崩壊 に 伴う荒 廃 山地の 緑 化工等 の 山腹工 事 は、第 ２ 編第５ 章「山腹

工の設 計 」に準 じ て計画 す る。  

 

３  （ 略 ）  

 
４－２ 工種の選定及び組合せ  
〔解説 〕  

地すべ り 防止工 事 計画の 策 定に当 た っては 、それぞ れ の工種 の 特長と 適 用性を

よく理 解 した上 で 、工 種間 の相互 補 完、相乗 効果を 考 慮して 、適切な 工 種を選 定

すると と もに効 果 的な組 合 せとす る 。  
（以下 略 ）  
 

第４章 地すべり防止工の設計 

 

第１節  （略）  
 

第２節 測量  

２－１  （略）  

 
２－２ 測量の種類  
２－２ － １  平 面 測量  

〔解説 〕  

序及び 工 事の進 捗 に伴う 安 全率の 向 上過程 を 明らか に する。  

 

３  （ 略 ）  

 
３－２ 環境負荷の低減  

〔解説 〕  
 地す べ り防止 工 事計画 の 策定に 当 たって は 、地域 の 自然特 性 等を踏 ま え、生 態

系や自 然 景観等 の 自然環 境 等に配 慮 する 。自 然環境 調 査や現 地 踏査等 で 得られ た

知見を 踏 まえ、 必 要な環 境 負荷低 減 のため の 対策を 計 画する 。  

 
第４節 地すべり防止工の種類  

４－１  総説  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 
２  こ こ に示す 工 種は、直 接又は 間 接的に 地 すべり 防 止に係 わ るもの で あり、地

すべり 及 び崩壊 に 伴う荒 廃 山地の 緑 化工等 の 山腹工 事 は、第２ 編山地 治 山事業

第５章 「 山腹工 の 設計」 に 準じて 計 画する 。  

 

３  （ 略 ）  

 

４－２  工種の選定及び組合せ  

〔解説 〕  
地すべ り 防止工 事 計画の 策 定に当 た っては 、それぞ れ の工種 の 特長と 適 用性を

よく理 解 した上 で 、工 種間 の相互 補 完、相乗 効果を 考 慮して 、適切な 工 種を選 定

すると と もに効 果 的な組 み 合わせ と する。  
（以下 略 ）  
 

第４章 地すべり防止工の設計 

 

第１節  （略）  
 

第２節 測量  

２－１  （略）  

 
２－２ 測量の種類  
２－２ － １  平 面 測量  

〔解説 〕  



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
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１  測 量 方法に つ いては 、 第２編 第 ５章第 １ 節「測 量 」に準 ず る。  

（以下 略 ）  

 

２  （ 略 ）  

 

２－２ － ２  縦 断 測量  

〔解説 〕  
１  地 す べり防 止 工の設 計 のため の 縦断測 量 は、第２ 編第５ 章 第１節「 測量 」に

準ずる が 、特 に 、排土工 の 土量算 出 のため の 縦断測 量 は、対象 土量の 誤 差が施

工経費 に 大きく 影 響する こ とから 適 切な測 線 密度を 確 保する 。  
 
２  縦 断 面図に は 、杭 工の 根入れ 深 さ、アン カ－工 の 定着層 、水抜き ボ －リン グ

の位置 及 び延長 等 を検討 す るため に 、表 面地 形のほ か にボ－ リ ング柱 状 図の要

点、地層 区分 、地 下水文 状 況、すべ り面 、基 盤面等 、各種調 査 の成果 を 記入す

る。  
 
２－２ － ３  横 断 測量  

〔解説 〕  
１  地 す べり防 止 工の設 計 のため の 横断測 量 は、第２ 編第５ 章 第１節「 測量 」に

準ずる 。  

 

２  （ 略 ）  

 
第３節 抑制工の設計  

３－１  総説  

〔解説 〕  
抑制工 は 、地す べ りの誘 因 となる 地 下水等 を 排除す る 工法、地 形を変 更 して地

すべり の 滑動力 を 軽減さ せ る工法 及 びその 他 の工法 と に大別 さ れる。  
（以下 略 ）  
 
３－２ （略）  

 

３－３  水路工  

３－３ － １  目 的  

〔解説 〕  
 水路 工 は、地す べり地 内 の地表 水 を速や か に地す べ り地外 に 誘導し 、地すべ り

地内に 滞 留し地 中 に浸透 す ること を 防止す る もので あ る。のり 面の小 段 排水や 地

下水排 除 工、暗 き ょ工の 流 末処理 に も適用 す る。  
 暗き ょ 工と併 設 して計 画 するこ と がある 。  

１  測 量 方法に つ いては 、 第２編 山 地治山 事 業第５ 章 第１節 「 測量」 に 準ずる 。 

（以下 略 ）  

 

２  （ 略 ）  

 
２－２ － ２  縦 断 測量  

〔解説 〕  
１  地 す べり防 止 工の設 計 のため の 縦断測 量 は、第２ 編山地 治 山事業 第 ５章第 １

節「測 量 」に準 ず るが、特 に、排 土 工の土 量 算出の た めの縦 断 測量は 、対象土

量の誤 差 が施工 経 費に大 き く影響 す ること か ら適切 な 測線密 度 を確保 す る。  
 
２  縦 断 面図に は 、杭 工の 打ち込 み 深さ 、ア ンカ－ 工 の定着 層 、水 抜き ボ－リ ン

グの位 置 及び延 長 等を検 討 するた め に、表面 地形の ほ かにボ － リング 柱 状図の

要点、地 層区分 、地下水 文 状況、す べり面 、基盤面 等 、各種 調 査の成 果 を記入

する。  
 
２－２ － ３  横 断 測量  

〔解説 〕  
１  地 す べり防 止 工の設 計 のため の 横断測 量 は、第２ 編山地 治 山事業 第 ５章第 １

節「測 量 」に準 ず る。  

 

２  （ 略 ）  

 
第３節 抑制工の設計  

３－１  総説  

〔解説 〕  
抑制工 は 、地 すべ りの誘 因 となる 地 下水等 を 排除す る 工法 、地 形を変 更 して地

すべり の 活動力 を 軽減さ せ る工法 及 びその 他 の工法 と に大別 さ れる。  
（以下 略 ）  
 
３－２ （略）  

 
３－３ 水路工  

３－３ － １  目 的  

〔解説 〕  
 水路 工 は、地す べり地 内 の地表 水 を速や か に地す べ り地外 に 誘導し 、地すべ り

地内に 滞 留し地 中 に浸透 す ること を 防止す る もので あ る。のり 面の小 段 排水や 地

下水排 除 工、暗 き ょ工の 流 末処理 に も適用 す る。  
 暗き ょ 工を併 設 した明 暗 きょ工 と して計 画 するこ と がある 。  



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
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３－３ － ２  位 置  

〔解説 〕  （略 ）  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 水路工 の 例  

 

 

３－３ － ３  種 別 と構造  

〔解説 〕  
 水路 工 の種別 及 び構造 等 に関す る 事項は 、第２編 第 ５章第 ３ 節３－ ５「水路 工」

に準ず る 。地 すべ り防止 工 として 特 に注意 し なけれ ば ならな い 点は 、漏 水を防 ぐ

ため水 密 性を有 す る構造 と するこ と である 。  

 また 、地すべ り による 変 形が懸 念 される 地 点では 、可撓性 の ある構 造 を選定 す

ること な どに配 慮 する。  

 

３－３ － ２  位 置  

〔解説 〕  （略 ）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 水路工 の 例  

 

 

３－３ － ３  種 別 と構造  

〔解説 〕  
 水路 工 の種別 及 び構造 等 に関す る 事項は 、第 2 編山 地治山 事 業第 5 章第 3 節 3-5

「水路 工 」に準 ず る。地 す べり防 止 工とし て 特に注 意 しなけ れ ばなら な い点は、

漏水を 防 ぐため 水 密性を 有 する構 造 とする こ とであ る 。  

 また 、地すべ り による 変 形が懸 念 される 地 点では 、可撓性 の ある構 造 を選定 す

ること な どに配 慮 する。  
 

等  

暗 き ょ 工 併 用  

等  

吸出し防止材

（実線部分）

防水シート 
（破線部分）
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３－４ 流路工  

３－４ － １  ・  ３ －４－ ２  （略 ）  

 

３－４ － ３  種 別 と構造  

〔解説 〕  
 流路 工 の種別 及 び構造 は 、第２ 編 第４章 第 ６節「 流 路工」 に 準ずる 。 ただし 、

地すべ り 防止工 と して設 計 する流 路 工につ い ては 、地 すべり の 状況を 十 分に考 慮

して設 計 する。  

地すべ り 防止工 に 用いる 流 路工は 、 次のと お りであ る 。  
１  ～  ３  （略 ）  
 
４  地 す べり末 端 の変形 や 侵食を 防 止する た めに設 け る場合  

また、 流 路工の 種 別は、  
 １の 場 合、コ ル ゲート パ イプ、 布 型枠コ ン クリー ト 、アス フ ァルト 板 等、  
 ２の 場 合、仮 設 と恒久 構 造物が あ り、仮 設 の場合 は １と同 じ 。恒久 構 造物の

場合は 、 コンク リ ート、 鋼 製等、  
３の場 合 、コン ク リート 、 コンク リ ート製 品 等、  
４の場 合 、第２編 第４章 第 ６節「流 路工」に 準じた も のが多 く 用いら れ てい

る。  
 
３－５ 暗きょ工  

３－５ － １  目 的  

〔解説 〕  
 暗き ょ 工は 、地 表に近 い 浅層の 地 下水を 排 除する こ とによ り 地すべ り 土塊の 強

度を高 め て地す べ りの安 定 化を図 る 場合 、及 び降雨 、融雪水 の 浸透に よ る深層 地

下水の 増 加を防 止 する場 合 に計画 す る。  
 暗き ょ 工は通 常 、水路 工 と併設 し て設計 さ れる場 合 が多い 。  
 

図 4-3 （略）  

 
３－５ － ２  位 置  

〔解説 〕  
 暗き ょ 工は 、地 すべり 調 査解析 の 結果か ら 地表水 や 浸透水 が 集まり や すい場 所

を選び 、 効果的 な 配置と す るよう 努 める。  
 暗き ょ 工が適 す るのは 、滑落崖 下 部で地 表 水が流 下 するよ う な箇所 、斜面の 凹

部等の 集 水地形 を なして い る箇所 等 である 。  
 土中 の 間隙水 を 排除し 、地すべ り 土塊の 安 定度を 高 めるた め に設け る 暗きょ 工

は、斜 面 に沿っ て 比較的 密 に集水 暗 きょと し て設け る と良い 。   
 暗き ょ の流末 は 、集水 ま す等に 接 続して 地 表水と し 、水路 工 等によ り 流下さ せ

３－４ 流路工  

３－４ － １  ・  ３ －４－ ２  （略 ）  

 

３－４ － ３  種 別 と構造  

〔解説 〕  
 流路 工 の種別 及 び構造 は 、第２ 編 山地治 山 事業第 ４ 章第６ 節「流路 工 」に準ず

る。た だ し、地 す べり防 止 工とし て 設計す る 流路工 に ついて は 、地す べ りの状況

を十分 に 考慮し て 設計す る 。  

地すべ り 防止工 に 用いる 流 路工は 、 次のと お り。  

１  ～  ３  （略 ）  
 
４  地 す べり末 端 の移動 を 防止す る ために 設 ける場 合  

また、 流 路工の 種 別は、  
 １の 場 合、コ ル ゲート パ イプ、 布 型枠コ ン クリー ト 、アス フ ァルト 板 等、  
 ２の 場 合、仮 設 と恒久 構 造物が あ り、仮 設 の場合 は １と同 じ 。恒久 構 造物の

場合は 、 コンク リ ート、 鋼 製等、  
  ３ の 場合、 コ ンクリ ー ト、コ ン クリー ト 製品等 、  
  ４ の 場合 、第 ２編山 地 治山事 業 第４章 第 ６節「流 路工 」に 準じた も のが多 く

用いら れ ている 。  
 
３－５ 暗きょ工  

３－５ － １  目 的  

〔解説 〕  
 暗き ょ 工は、地 表に近 い 浅層の 地 下水を 排 除する こ とによ り 地すべ り 土塊の 強

度を高 め て地す べ りの安 定 化を図 る 場合 、及 び降雨 、融雪水 の 浸透に よ る深層 地

下水の 増 加を防 止 する場 合 に計画 す る。  
 暗き ょ 工は通 常 、水路 工 を併設 し た明暗 き ょ工と し て設計 さ れる場 合 が多い 。  
 

図 4-3 （略）  

 
３－５ － ２  位 置  

〔解説 〕  
 暗き ょ 工は、地 すべり 調 査解析 の 結果か ら 地表水 や 浸透水 が 集まり や すい場 所

を選び 、 効果的 な 配置と す るよう 努 める。  
 暗き ょ 工が適 す るのは 、滑落崖 下 部で地 表 水が流 下 するよ う な箇所 、斜面の 凹

部等の 集 水地形 を なして い る箇所 等 である 。  
 土中 の 間隙水 を 排除し、地すべ り 土塊の 安 定度を 高 めるた め に設け る 暗きょ 工

は、斜 面 に沿っ て 比較的 密 に集水 暗 きょと し て設け る とよい 。   
 暗き ょ の流末 は 、集水 ま す等に 接 続して 地 表水と し 、水路 工 等によ り 流下さ せ



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
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る。  
 
３－５ － ３  種 別 と構造  

〔解説 〕  

 地す べ り防止 工 事にお い て計画 さ れる暗 き ょ工の 種 別・構造 等は 、第 ２編第 ５

章第３ 節 ３－６ 「 暗きょ 工 」を準 用 する。  

 ただ し 、地 すべ り防止 工 として 暗 きょ工 を 設計す る 場合に は 、次 の事 項につ い

て留意 す る。  
１  ～  ３  （略 ）  
 

３－６ ボーリング暗きょ工  

３－６ － １  ・  ３ －６－ ２  （略 ）  

 

３－６ － ３  構 造  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  保 孔 管は、主 として 硬 質塩化 ビ ニ－ル 管 を使用 す る。場 合 により ガ ス管を 挿

入する と きは、 地 熱や地 下 水の pH 等に留 意 する。 保 孔管の 集 水区間 に 当たる

部分は 、ストレ ー ナ加工 す る。また 、集 水し た地下 水 が孔内 を 流下す る 途中で

地層中 に 再浸透 す る場合 は 、当該 箇 所の止 水 処理を 行 うなど 、再浸透 防 止の措

置を講 ず る。  

 

３  （ 略 ）  
 

図 4-4 （略）  

 

３－６ － ４  （ 略 ）  

 

３－７ 集水井工  

３－７ － １  目 的  

〔解説 〕 （略）  
 
 
 
 
 
 
 

る。  
 
３－５ － ３  種 別 と構造  

〔解説 〕  
 地す べ り防止 工 事にお い て計画 さ れる暗 き ょ工の 種 別・構造 等は 、第 ２編山 地

治山事 業 第５章 第 ３節３ － ６「暗 き ょ」を 準 用する 。  
 ただ し 、地 すべ り防止 工 として 暗 きょ工 を 設計す る 場合に は 、次 の事 項につ い

て留意 す る。  

１  ～  ３  （略 ）  

 

３－６ ボーリング暗きょ工  

３－６ － １  ・  ３ －６－ ２  （略 ）  

 

３－６ － ３  構 造  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  保 孔 管は、主 として 硬 質塩化 ビ ニ－ル 管 を使用 す る。場 合 により ガ ス管を 挿

入する と きは、 地 熱や地 下 水の pH 等に留 意 する。 保 孔管の 集 水区間 に あたる

部分は 、ストレ ー ナ加工 す る。また 、集 水し た地下 水 が孔内 を 流下す る 途中で

地層中 に 再浸透 す る場合 は 、当 該箇 所の止 水 処理を 行 うなど 、再浸透 防 止の措

置を講 ず る。  

 

３  （ 略 ）  

 
図 4-4 （略）  

 

３－６ － ４  （ 略 ）  

 
３－７ 集水井工  

３－７ － １  目 的  

〔解説 〕 （略）  
 
  
 
 
 
 
 



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
（下線部は改訂部分） 

改  訂  案 現    行 
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図 4-8 集水井 の 断面図 の 例  

 
 
３－７ － ２  ～  ３ －７－ １ ０  （ 略 ）  

 

３－８  （略）  

 

３－９  排土工  

３－９ － １  ～  ３ －９－ ３  （略 ）  

 
３－９ － ４  切 土 のり面 の 形状  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  

 
３  排 土 工を実 施 後、の り 面の表 土 が膨潤 状 態等、異 常な現 況 を呈す る 場合に は 、

排土工 の みなら ず 、他の 適 切な工 種 ・工法 と 組み合 わ せて対 策 を講ず る 。  
 
４  （ 略 ）  
 

３－９ － ５  切 土 のり面 の 保護  

〔解説 〕  
 排土 後 の切土 の り面は 、降雨等 に よりリ ル やガリ ー が発達 し やすい 。このた め 、

排土後 の のり面 は 山腹緑 化 工を計 画 する。工 種・工 法 の採用 に 当たっ て は、景観

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-8 集水井 の 断面図 の 例  

 
 
３－７ － ２  ～  ３ －７－ １ ０  （ 略 ）  

 

３－８  （略）  

 

３－９  排土工  

３－９ － １  ～  ３ －９－ ３  （略 ）  
 

３－９ － ４  切 土 のり面 の 形状  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  

 
３  排 土 工を実 施 後、の り 面の表 土 が膨潤 状 態等、異 常な現 況 を呈す る 場合に は 、

排土工 の みなら ず 、他の 適 切な工 種 ・工法 と 組合せ て 対策を 講 ずる。  
 
４  （ 略 ）  
 
３－９ － ５  切 土 のり面 の 保護  

〔解説 〕  
 排土 後 の切土 の り面は 、降雨等 に よりリ ル やガリ ー が発達 し やすい 。このた め 、

排土後 の のり面 は 山腹緑 化 工を計 画 する。工 種・工 法 の採用 に 当たっ て は、景観

上段集水ボーリング

下段集水ボーリング 上段排水ボーリング

上段排水ボーリング



 

治山技術基準の解説について（平成 25 年 4 月 1 日付け 24 林整計第 309 号林野庁森林整備部長通知）の一部改訂新旧対照表 
（下線部は改訂部分） 

改  訂  案 現    行 
 
 

 
 

 

 

15 

や周辺 の 環境へ 影 響を与 え ないよ う 十分配 慮 すると と もに 、露 岩等に つ いては 必

要に応 じ 張工等 を 選定す る 。  
 また 、土留工 を 併用し 、のり面 が 集水地 形 をなす 場 合や集 水 面積が 大 きい場 合

には 、水 路工を 設 けて雨 水 の浸透 に よる侵 食 とのり 面 崩壊を 防 止する よ う計画 す

る。  
 山腹 緑 化工に つ いては、第２編 第 ５章第 ４ 節「山腹 緑化工」を、山腹 基礎工 に

ついて は 、同第 ５ 章第３ 節 「山腹 基 礎工」 を 準用す る 。  
 
３－９ － ６  切 土 の処理  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  地 す べり地 の 土は、一 般的に 風 化や軟 弱 化する 速 度が速 く 、攪乱 さ れると 強

度も小 さ くなる の で、盛 土 の材料 と しては 不 適当な 場 合が多 い 。した が って 、

残土処 理 が崩壊 の 発生又 は 流亡の 原 因とな ら ないよ う 十分な 対 策を検 討 する 。 
 
３  （ 略 ）  
 
４  残 土 処理場 の 設定に つ いては 、 宅地造 成 及び特 定 盛土等 規 制法（ 昭 和 36 年

法律第 191 号）第 13 条及び 第 31 条 に規定 す る技術 的 基準（ 同 法施行 令 及び同

法施行 規 則の関 係 条項を 含 む）、 同 法施行 令 第 20 条に規定 す る都道 府 県等の

規則、盛 土規制 法 の関連 通 知及び 盛 土等防 災 マニュ ア ル（令 和 ５年５ 月 26 日）

による 。  

 
３－１０ 押え盛土工  

３－１ ０ －１  ～  ３－１ ０ －５  （ 略）  

 

３－１ ０ －６  盛 土のり 面 の保護  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  山 腹 基礎工 に ついて は 、第２ 編 第５章 第 ３節「 山 腹基礎 工 」を、山 腹緑化 工

につい て は、同 第 ５章第 ４ 節「山 腹 緑化工 」 を準用 す る。  
 
３－１１ （略）  
 
３－１２ 治山ダム等  

３－１ ２ －１  目 的  

〔解説 〕  

や周辺 の 環境へ 影 響を与 え ないよ う 十分配 慮 すると と もに、露 岩等に つ いては 必

要に応 じ 張工等 を 選定す る 。  
 また 、土留工 を 併用し 、のり面 が 集水地 形 をなす 場 合や集 水 面積が 大 きい場 合

には、水 路工を 設 けて雨 水 の浸透 に よる侵 食 とのり 面 崩壊を 防 止する よ う計画 す

る。  
 山腹 緑 化工に つ いては 、 第２編 山 地治山 事 業第５ 章 第４節 「 山腹緑 化 工」を、

山腹基 礎 工につ い ては、 同 第５章 第 ３節「 山 腹基礎 工 」を準 用 する。  
 
３－９ － ６  切 土 の処理  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  地 す べり地 の 土は、一 般的に 風 化軟弱 化 する速 度 が速く 、攪乱さ れ ると強 度

も小さ く なるの で 、盛 土の 材料と し ては不 適 当な場 合 が多い 。したが っ て、残

土処理 が 崩壊の 発 生又は 流 亡の原 因 となら な いよう 十 分な対 策 を検討 す る。  
 
３  （ 略 ）  
 
４  残 土 処理場 の 設定に つ いては 、 宅地造 成 及び特 定 盛土等 規 制法（ 昭 和 36 年

法律第 191 号）第 13 条及び 第 31 条 に規定 す る技術 的 基準（同 法施行 令 及び同

法施行 規 則の関 係 条項を 含 む）、 同 法施行 令 第 20 条に規定 す る都道 府 県等の

規 則 、 盛 土 規 制 法 の 関 連 通 知 並 び に 盛 土 等 防 災 マ ニ ュ ア ル （ 令 和 ５ 年 ５ 月 26

日）に よ る。  

 
３－１０ 押え盛土工  

３－１ ０ －１  ～  ３－１ ０ －５  （ 略）  

 
３－１ ０ －６  盛 土のり 面 の保護  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  山 腹 基礎工 に ついて は 、第 ２編 山地治 山 事業第 ５ 章第３ 節「山 腹基 礎工 」を、

山腹緑 化 工につ い ては、 同 第５章 第 ４節「 山 腹緑化 工 」を準 用 する。  
 
３－１１ （略）  
 
３－１２ 治山ダム工等  

３－１ ２ －１  目 的  

〔解説 〕  
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 流水 に よる渓 流 の縦侵 食 や横侵 食 が進む と 、渓 流に 面した 地 すべり ブ ロック の

安定を 損 ない、地 すべり 移 動を誘 発 する。こ のよう な 場合に は 、地す べ り末端部

の侵食 を 防止し 、 地すべ り の安定 化 を図る た め治山 ダ ム等を 設 置する 。  
（以下 略 ）  

 
３ － １ ２ － ２  位 置  

〔解説 〕  
 治山 ダ ム等の 設 置位置 は 、渓流の 縦・横侵 食防止 を 目的と す る場合 に は、「山

地治山 事 業」に お ける各 工 種・工 法 と基本 的 に同じ で あるが 、地すべ り 防止工と

して計 画 する場 合 には、 地 すべり 移 動をし て いる箇 所 を避け る 。  
（以下 略 ）  
 
３－１ ２ －３  種 別と構 造  

〔解説 〕  
 治山 ダ ム工等 の 種別 、構 造その 他 設計に 関 する事 項 につい て は、第２ 編第４ 章

第３節「 治山ダ ム 」等と基 本的に 同 じであ る が、特に 、地すべ りブロ ッ ク内又 は

地すべ り 発生の お それの あ る箇所 に 設ける 場 合には 、掘削土 量 が少な く 、か つ可

撓性の あ る構造 と するこ と が望ま し い。  
（以下 略 ）  
 
３－１３ 土留工  

３－１ ３ －１  （ 略）  

 
３－１ ３ －２  位 置  

〔解説 〕  
 土留 工 の設置 位 置は、第 ２編第 ５ 章第３ 節 ３－３「 土留工 」の設置 位 置と基本

的に同 じ である が 、施工 時 に地す べ りを誘 発 、助長 さ せるこ と がない よ う、以下

に留意 し て位置 を 選定す る 。  
１  ～  ３  （略 ）  
 
３－１ ３ －３  種 別と構 造  

〔解説 〕  
 土留 工 の種別、構造そ の 他設計 に 関する 事 項は、第 ２編第 ５ 章第３ 節 ３－３「 土

留工」に 準じて 計 画する が 、地す べ りブロ ッ ク内、又 は地す べ り発生 の おそれの

ある箇 所 に設け る 土留工 は 、掘削 土 量が少 な く、か つ 、可撓 性 のある 構 造とする

ことが 望 ましい 。  
（以下 略 ）  
 
 

 流水 に よる渓 流 の縦侵 食 や横侵 食 が進む と 、渓流に 面した 地 すべり ブ ロック の

安定を 損 ない、地 すべり 移 動を誘 発 する。こ のよう な 場合に は 、地す べ り末端部

の侵食 を 防止し 、 地すべ り の安定 化 を図る た め治山 ダ ム工等 を 設置す る 。  
（以下 略 ）  
 
３－１ ２ －２  位 置  

〔解説 〕  
 治山 ダ ム工等 の 設置位 置 は、渓流 の縦・横 侵食防 止 を目的 と する場 合 には、「山

地治山 事 業」に お ける各 工 種・工 法 と基本 的 に同じ で あるが 、地すべ り 防止工と

して計 画 する場 合 には、 地 すべり 移 動をし て いる箇 所 を避け る 。  
（以下 略 ）  
 
３－１ ２ －３  種 別と構 造  

〔解説 〕  
 治山 ダ ム工等 の 種別 、構 造その 他 設計に 関 する事 項 につい て は、第２ 編山地 治

山事業 第 ４章第 ３ 節「治山 ダム工」等と基 本 的に同 じ である が 、特に、地すべ り

ブロッ ク 内又は 地 すべり 発 生のお そ れのあ る 箇所に 設 ける場 合 には、掘 削土量 が

少なく 、 かつ可 撓 性のあ る 構造と す ること が 望まし い 。  
（以下 略 ）  
 
３－１３ 土留工  

３－１ ３ －１  （ 略）  

 
３－１ ３ －２  位 置  

〔解説 〕  
 土留 工 の設置 位 置は、第 ２編山 地 治山事 業 第５章 第 ３節３ － ３「土 留 工」の設

置位置 と 基本的 に 同じで あ るが 、施 工時に 地 すべり を 誘発 、助 長させ る ことが な

いよう 、 以下に 留 意して 位 置を選 定 する。  
１  ～  ３  （略 ）  
 
３－１ ３ －３  種 別と構 造  

〔解説 〕  
 土留 工 の種別 、構造そ の 他設計 に 関する 事 項は 、第 ２編山 地 治山事 業 第５章 第

３節３ － ３「土留 工」に準 じて計 画 するが、地すべ り ブロッ ク 内、又は 地すべ り

発生の お それの あ る箇所 に 設ける 土 留工は 、掘削土 量 が少な く 、かつ 、可撓性の

ある構 造 とする こ とが望 ま しい。  
（以下 略 ）  
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第４節 抑止工の設計  

４－１  ・  ４－２  （略）  

 

４－３  シャフト工  

４－３ － １  ・  ４ －３－ ２  （略 ）  

 
４－３ － ３  シ ャ フト工 の 設計式  

〔解説 〕  
シャフ ト 工の設 計 方法は 、剛体杭 と して設 計 する方 法 とたわ み 杭とし て 設計す

る方法 に 大別す る ことが で き、一 般 的に次 式 により 判 定して い る。  
β l≦２ ･･････剛体 杭  
β l＞２ ･･････たわ み杭  
ここで 、  

    𝛽                       <4-4-38> 

 

β：杭 の 特性値  （ｍ -1）  

kh：移動 層の水 平 地盤反 力 係数  (kN/㎥ ) 

d：シャ フト工 の 外径  (ｍ ) 

EI：シャ フトの 曲 げ剛性  (kN･㎡ ) 

（弾性 係 数 E はコ ンクリ ー トの弾 性 係数を 用 いるか 、 鋼材と コ ンク

リート を その断 面 積の比 率 で合成 し た値を 用 いる）  

l：施工位 置での す べり面 深 さ  (ｍ ) 

 

４－３ － ４  ・  ４ －３－ ５  （略 ）  
 

４－３ － ６  安 定 性の検 討  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）   

 

２  不 動 層への 根 入長及 び 周辺地 盤 の受働 破 壊の検 討 につい て は、第 ４ 節４－ ２

－６「 安 定性の 検 討」に 準 ずる。  

 

３  （ 略 ）  
４－３ － ７  （ 略 ）  

 
４－４ アンカー工  

４－４ － １  （ 略 ）  
４－４ － ２  位 置 及び打 設 角度、 配 列  

第４節  抑止工の設計  

４－１  ・  ４－２  （略）  

 

４－３  シャフト工  

４－３ － １  ・  ４ －３－ ２  （略 ）  
 

４－３ － ３  シ ャ フト工 の 設計式  

〔解説 〕  
シャフ ト 工の設 計 方法は 、剛体杭 と して設 計 する方 法 とたわ み 杭とし て 設計す

る方法 に 大別す る ことが で き、一 般 的に次 式 により 判 定して い る。  
β l≦２ ･･････剛体 杭  
β l＞２ ･･････たわ み杭  
ここで 、  

                          <4-4-38> 

 

k h：移 動 層の水 平 地盤反 力 係数  ( k N/ m 3) 
d：シャ フト工 の 外径  (m) 
EI：シャ フトの 曲 げ剛性  (kN･m 2 ) 
（弾性 係 数 E はコ ンクリ ー トの弾 性 係数を 用 いるか 、 鋼材と コ ンク

リート を その断 面 積の比 率 で合成 し た値を 用 いる）  

l：施工 位置で の すべり 面 深さ  (m) 
 
４－３ － ４  ・  ４ －３－ ５  （略 ）  

 
４－３ － ６  安 定 性の検 討  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  不 動 層への 根 入長及 び 周辺地 盤 の受働 破 壊の検 討 につい て は、第４ 節４－ ２

－６に 準 ずる。  

 

３  （ 略 ）  
４－３ － ７  （ 略 ）  

 
４－４ アンカー工  

４－４ － １  （ 略 ）  
４－４ － ２  位 置 及び打 設 角度、 配 列  

k hd  
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〔解説 〕  
１  ～  ４  （略 ）  
 

図 4-25 （略）  

 

 

図 4-26 引き止 め 機能を 期 待する 場 合（す べ り面の 勾 配が緩 い 場合）  

（出典 ） 道路土 工 -切土工 ・斜面 安 定工指 針 (H21 版 ) (社 )日 本道路 協 会  H21.6 

 

４－４ － ３  （ 略 ）  

 
４－４ － ４  安 定 性の検 討  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  受 圧 板の条 件 は、次 の とおり で ある。  

(1) ・  (2) （略 ）  
 
４  ・  ５  （略 ）  
 
４－４ － ５  （ 略 ）  

 

第５章 地すべり防止効果の検証 

 

第１節  ・  第２節  （略）  

 
第３節 施工効果の検証  

３－１  目的  

〔解説 〕  
地すべ り 防止効 果 の検証 は 、各種 調 査結果 に 基づき 、個々の 地 すべり 防 止工の

〔解説 〕  
１  ～  ４  （略 ）   
 

図 4-25 （略）  
 

 

図 4-26 引き止 め 機能を 期 待する 場 合（す べ り面の 勾 配が緩 い 場合）  

（出典 ） 道路土 工 -切土工 ・斜面 安 定工指 針 (H21 版 ) (社 )日 本道路 協 会  H21.6 

 

４－４ － ３  （ 略 ）  

 
４－４ － ４  安 定 性の検 討  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  受 圧 板の条 件 は、次 の とおり 。  

(1) ・  (2) （略 ）  
 
４  ・  ５  （略 ）  
 
４－４ － ５  （ 略 ）  

 

第５章 地すべり防止効果の検証 

 

第１節  ・  第２節  （略）  

 
第３節 施工効果の検証  

３－１  目的  

〔解説 〕  
地すべ り 防止効 果 の検証 は 、各 種調 査結果 に 基づき 、個々の 地 すべり 防 止工の

θ
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効果判 定 、地 すべ り全体 の 安定度 の 評価を 行 うとと も に、必要 な補修 、追加工 事

等、地す べりの 維 持管理 に ついて 検 討する 。また 、必 要に応 じ て地す べ り防止 工

事が自 然 環境に 与 える影 響 につい て も検証 を 行う。  
施工効 果 の検証 に 当たっ て は、これ までに 得 られた 調 査結果 と 地すべ り 防止効

果の検 証 のため の 調査結 果 を対比 し 総合的 に 判断す る 。また 、必要に 応 じて学 識

経験者 等 の意見 を 聴取す る 。  
 

３－２  ・  ３－３  （略）  

 
第４節 地すべり防止工の維持管理の検討  （略）  

効果判 定 、地 すべ り全体 の 安定度 の 評価を 行 うとと も に、必要 な補修 、追加工 事

等、地す べりの 維 持管理 に ついて 検 討する 。また 、必 要に応 じ て地す べ り防止 工

事が自 然 環境に 与 える影 響 につい て も検証 を 行う。  
施工効 果 の検証 に あたっ て は、これ までに 得 られた 調 査結果 と 地すべ り 防止効

果の検 証 のため の 調査結 果 を対比 し 総合的 に 判断す る 。また 、必要に 応 じて学 識

経験者 等 の意見 を 聴取す る 。  
 

３－２  ・  ３－３  （略）  

 
３－４ 地すべり防止工の維持管理の検討 （略）  

附  則  
こ の 通 知 は 令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日 か ら 適 用 す る  




